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２ 環境基準類型指定状況 
水域名 範囲 水域類型 達成 

期間 指定年月日 

吉 
野 
川 
水 
域 

吉野川上流 
 
 
 
 
早明浦ダム貯水池 
 
 
 
 
 
 
長沢ダム貯水池 
大橋ダム貯水池 

徳島県大川橋より上流 
 
 
 
 
早明浦湖（全域） 
 
 
 
 
 
 
長沢ダム貯水池（全域） 
大橋ダム貯水池（全域） 

AA 
 

河川生物 A 
 
 

湖沼 A 
湖沼Ⅱ 

（全窒素の項目

の基準を除く。） 
湖沼生物 A 

 
 

湖沼 A 
湖沼Ⅱ 

（全窒素の項目

の基準を除く。） 

イ 
 

イ 
 
 

イ 
イ 
 
 

イ 
 
 

イ 

S46. 5.25 
閣議決定 
H18. 6.30 
環境省告示 

 
H15. 3.27 
環境省告示 

 
 

H18. 6.30 
環境省告示 

 
H21. 3.31 
環境省告示 

物水 
部 
川域 

物 部 川 上 流 
   〃    下 流 
上  韮  生  川 

日の出橋より上流     
     〃     下流            
全   域     

ＡＡ 
Ａ 

ＡＡ 

イ 
イ 
イ 

S48. 9. 7 
〃 
〃 

仁 
淀 
川 
水 
域 

仁    淀    川 
波 介 川 上 流 
   〃    下 流 
日    下    川 
柳    瀬    川 
坂    折    川 
宇    治    川 

愛媛県境より下流全域 
火渡川合流点より上流 
       〃       下流          
全  域                  
全  域                   
全  域 
全  域 

ＡＡ 
Ａ 
Ｂ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ｃ 

イ 
イ 
ハ 
イ 
イ 
イ 
ハ 

H12. 3.14 
S47. 8. 1 

〃 
〃 
〃 
〃 

H4. 4. 1 

浦 
 

戸 
 
湾 
 

水 
 

域 

国 分 川 上 流 
   〃    下 流 
江  の  口  川 
久 万 川 上 流 
   〃    下 流 
舟 入 川 上 流 
   〃    下 流 
下 田 川 上 流 
   〃    下 流 
鏡  川  上  流 
  〃    下  流 
神    田    川 
新    川    川 
 
高 知 港（甲） 
 
 
 
高 知 港（乙） 
 

小山橋より上流 
    〃    下流 
全  域 
落合橋より上流 
    〃    下流 
舟戸橋より上流 
    〃    下流 
遍路橋より上流 
    〃    下流 
新月橋より上流 
    〃    下流 
全  域 
全  域 
 
高知市種崎外港防波堤、同防波堤先端と種

崎航路護岸東端を結んだ直線及び陸岸によ

り囲まれた水域 
 
高知港港湾区域のうち高知港口防波堤先端

と高知市種崎外港防波堤先端を結んだ直線

及び陸岸により囲まれた区域から高知港

(甲)に係る部分を除いたもの 

ＡＡ 
Ｂ   
Ｃ 
Ｂ 
Ｃ 
Ａ 
Ｂ 
Ａ 
Ｂ 

ＡＡ 
Ａ 
Ｂ 
Ｂ 
 

海域Ａ 
 
 
 

海域 B 
 

イ 
ロ 
口 
イ 
ロ 
イ 
イ 
ロ 
イ 
ロ 
イ 
ハ 
イ 
 

イ 
 
 
 

ロ 
 

S47. 8. 1 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

H4. 4. 1 
S47. 8. 1 

 
〃 
 
 
 

〃 

四 
万 
十 
川 
水 
域 

四万十川(渡川) 
後          川 
中    筋    川 
仁  井  田  川 
東    又    川 
檮    原    川 

全  域 
全  域 
全  域 
全  域 
全  域 
全  域 

ＡＡ 
Ａ 
Ｂ 
Ａ 
Ｂ 
Ａ 

イ 
イ 
イ 
イ 
イ 
イ 

H11. 4. 1 
S48. 9. 7 

〃 
〃 
〃 

S50. 8.12 
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水域名 範囲 水域類型 達成 

期間 指定年月日 

土佐 
佐関 
湾連 
東水 
部域 

奈  半  利  川 
安    田    川 
伊  尾  木  川 
安    芸    川 

全  域                     
全  域                     
全  域                      
全  域 

Ａ 
ＡＡ 
ＡＡ 
ＡＡ 

イ 
イ 
イ 
イ 

S50. 8.12 
H25. 4.16 
H15. 4. 1 

〃 

須 
 

崎 
 

湾 
 

水 
 

域 

新    荘    川 
桜          川 
押    岡    川 
 
須崎港及び   
      野見湾 
  
 
 
須    崎    湾 

全  域 
全  域 
全  域 
 
須崎市領久東鼻南端と戸島西南端を結んだ

線､戸島南端と中ノ島西南端を結んだ線､同

地点と蜂ケ尻南端を結んだ線及び陸岸によ

り囲まれた海域 
 
中土佐町青木崎先端から須崎市久通観音崎

先端に至る陸岸の地先海域であって須崎港

及び野見湾に係る部分を除いた海域 

ＡＡ 
Ｂ 
Ｂ 
 

海域Ｂ 
 
 
 
 

海域Ａ 

イ 
イ 

イ 
 

イ 
 
 
 
 

イ 
 

S48. 9. 7 
S50. 8.12 

〃 
 

〃 
 
 
 
 

〃 
 

足 
摺公 
海園 
中水 

 域   

宗    呂    川 
三    崎    川 
益    野    川 
足摺海中公園 

全  域 
全  域 
全  域 
千尋岬砥崎南端と片粕防波堤先端を結んだ

線及び陸岸により囲まれた水域 

ＡＡ 
ＡＡ 
ＡＡ 

海域Ａ 
 

イ 
イ 
イ 
イ 

S48. 9. 7 
〃 
〃 
〃 
 

宿 
毛 
湾 
水 
域 

松    田    川 
篠          川 
伊 与 野 川 
福    良    川 
 
宿毛湾湾奥部     

 
 
 
宿  毛  湾 
 

愛媛県境より下流全域 
愛媛県境より下流全域 
全  域 
全  域 
 
宿毛市池島燈台と大島西端を結んだ線、同

地点と大月町白浜西北端の鼻を結んだ線及

び陸岸により囲まれた海域 
 
宿毛市藻津、愛媛県境から大月町浅碆崎に

至る陸岸の地先海域であって宿毛湾湾奥部

に係る部分を除いた海域 

Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
 

海域Ｂ 
 
 
 
 

海域Ａ 

イ 
イ 
イ 
イ 
 

ロ 
 
 
 
 

イ 

S50. 8.12 
〃 
〃 
〃 
 

〃 
 
 
 
 

〃 
 

中関 
土＿ 
佐連 
地＿ 
先水 
海＿ 
域域 

 

香  宗  川 
久  礼  川 
伊 与 木 川 
 
中土佐地先海域 
 
 
 

全  域 
全  域 
全  域 
 
土佐清水市布岬から室戸市羽根岬に至る 
陸岸の地先海域であって、高知港（甲）、 
高知港（乙）、須崎湾、須崎港及び野見湾 
に係る部分を除いた海域 

Ａ 
Ａ 
Ａ 
 

海域Ａ 
 
 
 

イ 
イ 
イ 
 

イ 

S51. 6. 4 
〃 
〃 
 

〃 
 
 
 

足国 
摺立 
宇公 
和園 
海水 
＿域 

足 摺 海 域 幡多郡大月町浅碆崎から土佐清水市布岬 
に至る陸岸の地先海域であって足摺海中公 
園に係る部分を除いた海域 
 
 

海域Ａ イ S51. 6. 4 
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水域名 範囲 水域類型 達成 

期間 指定年月日 

室国 
戸定 
阿公 
南園 
海水 
岸域 

羽  根  川 
 
野  根  川 
 
芸 東 海 域 

全  域 
 
全  域 
 
室戸市羽根岬から安芸郡東洋町甲浦、徳 
島県境に至る陸岸の地先海域 

ＡＡ 
 

ＡＡ 
 

海域Ａ 
 

イ 
 

イ 
 

イ 

H25. 4.16 
 

S52. 4.22 
 

〃 
 

中関 
土 
佐連 
地 
先水 
海 
域域 

浦 ノ 内 湾 
 
 
 
 

土佐市竜岬と宇佐漁港萩岬防波堤先端を

結んだ線、同防波堤及び陸岸に囲まれた海

域 

海域Ⅱ イ H10. 3.20 

 浦 
 戸 
 湾 
 水 
 域 

浦  戸  湾 
 
 
 
 
 

高知港港湾区域のうち、浦戸大橋及び陸岸

により囲まれた海域 
 
 
 
 

海域Ⅲ 全窒素 
イ 

全 燐 
ニ 

0.06mg/l 
（暫定） 

 

H13. 4. 1 
 
 
 
 
 

 
 注)   １．水域類型の欄において「海域」の表示のあるものは、水質汚濁に係る環境基準の別表２「生活環境の保全

に関する環境基準」のうち「２海域 」の類型を、その他は「１河川(１)河川(湖沼を除く）」の類型を示す。 
２．達成期間の分類は次のとおりとする。 
 (１)「イ」は直ちに達成 
 (２)「ロ」は 5 年以内で可及的すみやかに達成 
 (３)「ハ」は 5 年を超える期間で可及的すみやかに達成 
３．指定年月日の欄において、吉野川水域以外の水域は高知県告示による指定。 
４．四万十川は、平成 11 年 4 月 1 日類型指定を「AA」に変更。（従前 S48.9.7「A」指定） 

仁淀川は、平成 12 年 3 月 14 日類型指定を「AA」に変更。（従前 S47.8.1「A」指定） 
    安芸川、伊尾木川は、平成 15 年 4 月 1 日類型指定を「AA」に変更。 
                             （従前 S50.8.12「A」指定） 
５．早明浦ダム貯水池は、平成 15 年 3 月 27 日全域が湖沼 A 湖沼Ⅱに指定。 
６．吉野川上流は、平成 18 年 6 月 30 日河川生物Ａ、早明浦ダム貯水池全域を湖沼生物Ａに指定。 
７．長沢ダム貯水池、大橋ダム貯水池は、平成 21 年 3 月 31 日全域が湖沼 A 湖沼Ⅱに指定。 
８．安田川は平成 25 年 4 月 16 日類型指定を「AA」に変更。（従前 S50.8.12「A」指定） 

羽根川は平成 25 年 4 月 16 日類型指定を「AA」に変更。（従前 S52.4.22「A」指定） 

４ 地下水の水質汚濁に係る環境基準について（別表抜粋） 

平成９年３月 13 日環境庁告示第 10 号  

                         改正：平成 26.11.17 環境省告示第 127 号 

        項   目  基  準  値           測  定  方  法 

カ ド ミ ウ ム  0.003 mg/ｌ以下 

日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法

（準備操作は規格 55 に定める方法によるほか、昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号

(水質汚濁に係る基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表８に掲げる

方法によることができる。） 

全 シ ア ン 検出されないこと 規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法 

      鉛  0.01  mg/ｌ以下 規格 54 に定める方法 

六 価 ク ロ ム  0.05  mg/ｌ以下 規格 65.2 に定める方法 

砒          素  0.01  mg/ｌ以下 規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法 

総  水  銀  0.0005mg/ｌ以下 公共用水域告示付表１に掲げる方法 

ア ル キ ル 水 銀          検出されないこと 公共用水域告示付表２に掲げる方法 

Ｐ  Ｃ  Ｂ 検出されないこと 公共用水域告示付表３に掲げる方法 

ジクロロメタン  0.02  mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素  0.002 mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

塩化ビニルモノマー  0.002 mg/ｌ以下 付表に掲げる方法 

1,2-ジクロロエタン  0.004 mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン  0.1   mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法  

1,2-ジクロロエチレン  0.04  mg/ｌ以下 
シス体にあっては規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体に

あっては、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン  1     mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン  0.006 mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロエチレン  0.01  mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テトラクロロエチレン  0.01  mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン  0.002 mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム  0.006 mg/ｌ以下 公共用水域告示付表４に掲げる方法 

シ マ ジ ン  0.003 mg/ｌ以下 公共用水域告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ  0.02  mg/ｌ以下 公共用水域告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン  0.01  mg/ｌ以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ  レ  ン  0.01  mg/ｌ以下 規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10   mg/ｌ以下 
硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸性 

窒素にあっては規格 43.1 に定める方法 

ふ  っ  素  0.8   mg/ｌ以下 

規格 34.1 に定める方法又は規格 34.1(c)（注(6)第三文を除く。）に定める方法（懸

濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあって

は、これを省略することができる。）及び公共用水域告示付表６に掲げる方法 

ほ  う  素  1    mg/ｌ以下 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4-ジオキサン  0.05  mg/ｌ以下 公共用水域告示付表７に掲げる方法 

 

  備 考 

 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡ 

  ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

  ３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたも

のと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

 ４ 1，2―ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に

より測定されたトランス体の濃度の和とする。 
 

 

 

 


